
Copyright © 2014 e-toc. net. All rights reserved. R-etoc-016/1503Copyright © 2015 HRstation. net. All rights reserved. R-etoc-018/1509

2015年 労働者派遣法改正リリースノート No.018

No 区分 対象画面 内容

■事業所単位の抵触日について

1 追加 派遣先マスターユーザ

マスターユーザメニューへ「事業所単位抵触日マスタ」を追加

事業所単位抵触日マスタへ予め、事業所及び抵触日を登録することで、派遣照会依頼新規作成時、派遣

先情報登録、派遣先情報修正時に抵触⽇を検索して設定することが可能となります。

事業所名称、抵触⽇の登録・変更・削除、CSVアップロード・ダウンロード機能を追加します。

※現在部署マスタにある、「意⾒聴取」ボタンを、事業所単位抵触⽇マスタへ移動予定。10月リリースを予定しています。

2 変更

派遣先利⽤ユーザ

契約管理

派遣先情報登録

派遣先情報修正

派遣照会

依頼新規作成

就業条件タブ/■就業条件 抵触⽇項目名称を「事業所単位抵触⽇」へ名称変更

就業条件タブ/■就業条件 抵触⽇⼊⼒欄に⾍眼鏡検索ボタンを追加します。

派遣先マスターユーザにて事業所単位抵触日マスタが登録されている場合は、マスタを参照し抵触日を設定

することを可能とします。従来通り⼿⼊⼒も可能とします。

期間制限例外対象者以外は、適⽤にチェックし、抵触⽇を⼊⼒します。期間制限例外対象者の場合は、

非適用にチェックします。

※期間制限対象者か否かについては、派遣元情報タブ/スタッフ情報/■スタッフ情報へ表⽰される、雇⽤契約、年齢、個⼈

単位抵触日欄等で確認してください。

改正概要

派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする（例外を除く）。

事業所の定義：⼯場、事業所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独⽴していること、経営の単位として⼈事、経理、指導

監督、労働の態様等においてある程度の独⽴性を有すること、⼀定期間継続し、施設としての持続性を有すること

期間制限例外：派遣元の無期雇用派遣労働者、60歳以上の高齢者、有期プロジェクト業務、日数限定業務、育児・介護休業等の代
替業務

【派遣先マスターユーザ/派遣先利⽤ユーザ】

■派遣先マスターユーザHOME画面メニュー イメージ

■事業所単位抵触日マスタ登録画面 イメージ

■派遣利⽤ユーザ 派遣先情報登録/派遣先情報修正画面 イメージ

■事業所単位抵触⽇検索ダイアログ イメージ

期間制限例外対象者以外の派遣労働者については、

適⽤にチェックし、抵触⽇の⼊⼒が必要となります。

期間制限例外対象者は、非適⽤にのみチェックします。

※派遣先マスターユーザにて事業所単位抵触日マスタ

へ抵触日が設定されている場合、虫眼鏡ボタンで抵触

⽇を検索し設定することが可能となります。

マスタ設定されていない場合は、⼿⼊⼒を⾏ってください。
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No 区分 対象画面 内容

■組織単位項目の追加、個⼈単位抵触⽇の追加、年齢項目の追加

3 変更

派遣先利⽤ユーザ

契約管理

派遣先情報登録

派遣先情報修正

確認/詳細画面

契約検索結果⼀覧

「組織単位」⼊⼒項目の追加

派遣先情報タブ/契約先情報/就業先情報タブ■就業先情報へ「組織単位」項目を追加します。

派遣労働者を受け⼊れる「組織単位」を⼊⼒してください。

（⼊⼒内容：テキスト形式、半角カナ以外50文字以内）

⼊⼒した「組織単位」は、労働者派遣個別契約書、派遣先管理台帳、派遣元管理台帳へ反映します。

本項目追加に伴い、契約情報ダウンロード、アップロードへ「組織単位」項目が追加されます。

4 変更

派遣先利⽤ユーザ

契約管理

派遣先情報登録

派遣先情報修正

確認/詳細画面

「個⼈単位抵触⽇」項目の追加（派遣元⼊⼒項目のため表⽰のみ）

派遣元情報タブ/スタッフ情報タブ■スタッフ情報へ派遣元で⼊⼒された個⼈単位抵触⽇を表⽰します。

期間制限例外対象者の場合は、非適⽤と表⽰されます。

期間制限対象者の場合は、抵触日が表示されます。

本項目追加に伴い、契約検索ダウンロード項目へ「個⼈単位抵触単位」が追加されます。

5 変更

派遣先利⽤ユーザ

契約管理

派遣先情報登録

派遣先情報修正

確認/詳細画面

「年齢」項目の追加

派遣元情報タブ/スタッフ情報タブ■スタッフ情報へ派遣元で⼊⼒された年齢を表⽰します。

表⽰例）60歳以上、45歳以上60歳未満、18歳以上45歳未満、18歳未満の場合年齢を表⽰

「年齢」項目は、派遣先管理台帳、派遣元管理台帳へ反映します。

派遣先通知書の「年齢」項目へ60歳以上を追加します。

改正概要

派遣先の同一組織単位における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする（例外を除く）。

労働者派遣個別契約の締結に際し、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他

派遣就業の場所に加え「組織単位」についても定めなければならない。

組織単位の定義：名称のいかんを問わず労働者の配置区分（相互に関連する業務に基づくものとする）であって、配置された労働者の

業務の配分及び労務管理に関し直接の権限を有するものとすること。

期間制限例外：派遣元の無期雇⽤派遣労働者、60歳以上の高齢者、有期プロジェクト業務、日数限定業務、育児・介護休業等の

代替業務

■派遣先情報登録/派遣先情報修正 ■就業先情報画面イメージ

【派遣先マスターユーザ/派遣先利⽤ユーザ】

※組織単位を⼊⼒してください。（半角カナ以外50文字以内）

派遣先⼊⼒項目です。派遣元では⼊⼒できません。

■派遣先情報登録/派遣先情報修正 ■スタッフ情報画面イメージ

※派遣元で⼊⼒された「⽣年⽉⽇」に基づき表⽰します。

表⽰例）60歳以上、45歳以上60歳未満、18歳以上45歳未満、

18歳未満の場合年齢を表⽰

※派遣元で⼊⼒された「個⼈単位抵触⽇」が表⽰されます。

期間制限対象者の場合は、抵触日が表示されます。

期間制限例外対象者の場合は、非適⽤と表⽰されます。
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■教育訓練登録機能

改正概要

派遣労働者に対する計画的な教育訓練や希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元へ義務づけ、派遣期間終了時の
派遣労働者の雇用安定措置を派遣元へ義務付け
派遣先は、派遣元の求めに応じ、業務遂⾏上必要な教育訓練を⾏う配慮義務
派遣労働者へ⾏った教育訓練の⽇時及び内容は、派遣先管理台帳、派遣元管理台帳へ記載すること

6 変更

派遣先利⽤ユーザ

契約管理

契約検索メニュー

契約検索結果⼀覧

従来よりある「受講登録」へ日時を追加

派遣労働者に対して実施した教育訓練（研修等）について⼊⼒します。

⼊⼒した⽇時、内容は、派遣先管理台帳の「受講履歴、教育訓練等」へ反映します。

研修名、評価の必須チェックを廃止し日時、研修内容のみ必須項目とします。

研修名、評価は、画⾯上のみの表⽰とし、派遣先管理台帳へは表⽰されません。

No 区分 対象画面 内容

■契約検索結果⼀覧イメージ

■受講登録画面イメージ

■労働者派遣個別契約書

改修内容 組織単位項目を追加

■派遣先通知書

改修内容 年齢項目へ60歳以上を追加

派遣先通知書イメージ

【派遣先マスターユーザ/派遣先利⽤ユーザ】

※派遣労働者に対して実施した教育訓練（研修等）について⼊⼒します。

⼊⼒した⽇時、研修内容は、派遣先管理台帳へ反映されます。

※派遣先情報登録/派遣先情報修正時に⼊⼒した

「組織単位」が表示されます。

労働者派遣個別契約書イメージ
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■派遣先管理台帳

改修内容 雇⽤契約、組織単位、年齢及び派遣先通知書備考、受講履歴 教育訓練等の項目を追加

派遣先管理台帳イメージ（項目追加に伴い2ページ化）

派遣先通知書備考欄へ⼊⼒された内容が反映します。

受講登録で⼊⼒された教育訓練⽇時、内容が反映されます。

【派遣先マスターユーザ/派遣先利⽤ユーザ】

■派遣法改正に伴う今後のリリース予定について

以下機能につきましては、10月にリリースを予定しております。詳細決定次第ご案内致します。

派遣先マスターユーザ

・意⾒聴取履歴登録機能の変更（現在、部署マスタへある意⾒聴取履歴登録機能を事業所単位抵触⽇マスタへ変更します。）

派遣先利⽤ユーザ

・法令管理メニュー 契約状況検索結果⼀覧及びダウンロード項目への項目追加

・法令管理メニュー 抵触⽇検索結果⼀覧及びダウンロード項目への項目追加

・法令管理メニュー 意⾒聴取状況検索 検索条件の変更

帳票

・抵触⽇通知書の変更

その他、政省令及び業務取扱要領にて修正・変更が⽣じた場合は、順次対応を実施致します。

■本改修に伴うマニュアル類の改定について

本改修に伴い、マニュアル類及び契約情報アップロード支援ツールの改定を実施いたします。リリースは以下を予定しております。

改定次第、HRstationオンラインサービス※へ掲載致します。掲載のご案内は、HRstationログイン画面_お知らせ画面にご案内いたします。
※HRstationオンラインサービス：HRstationログイン後の上部に表示される「FAQ&サポート」よりご利⽤いただけます。

・クイックガイド 9/30

・操作マニュアル 10月中

・契約情報アップロード支援ツール 10月中

ご不便をお掛け致しますが、ご了承頂きますようお願い申し上げます。


